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① 供託対象となる新築住宅 

② 供託の額 

③ 供託の場所 

基準日（毎年３月31日と９月30日）前10年間に引き渡した 

新築住宅（「販売新築住宅」という。） 

販売新築住宅の合計戸数に応じて定められた以上の額 

宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所 

＊ 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分 

売
　
主 

買
　
主 

＜新築住宅＊1＞ 10年間の瑕疵担保責任＊2

瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置＊３（①又は②） 

①
　

保
証
金
の
供
託 

②
　

保
険
加
入 

売　主　宅建業者 

請負人　建設業者 

＊１新築住宅：建設工事完了日から起算して１年以内の住宅で、まだ人の居住の用 

に供したことのないもの。 

＊２瑕疵担保責任：民法570条において準用する同法566条１項並びに同法634条１

項及び２項前段に規定する責任（新築住宅の売買契約の場合） 

＊３資力確保措置義務は平成21年10月１日以降引き渡される新築住宅から適用。 

発注者・買主が宅建業者である場合は適用除外。 
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盧　供託等の届出義務 

盪　届出の時期・方法 

蘯　届出の添付書類 

盻　新たな契約締結の制限 

眈　供託に関する書面交付と 

　　説明 

眇　保険証券等の交付 

基準日ごとに、保証金の供託又は保険契約の締結 

状況について、免許を受けた国土交通大臣又は都 

道府県知事に届出なければならない。 

法12条 

基準日から３週間以内に、所定様式による届出書 

により行う。なお、届出書とともに「引渡物件リ 

スト（仮称）」の提出も必要とされている。 

規則16条 

１項 

① 基準日前６月間に引き渡した新築住宅に関する 

　 事項を記載した所定様式による一覧表 

② 新たに供託した「供託書の写し」 

③ 新たに契約した「保険契約を証する書面」 

届出義務に反し、基準日の翌日から50日を経過し 

た日以後においては、自ら売主となる新築住宅の 

売買契約を締結することはできない。 

ただし、不足する額の供託をし、かつ、免許権者 

（知事等）の確認を受けたときは、その確認を受け 

た日以後においてはこの限りでない。 

① 供託所の所在地 

② 供託所の名称 

③ 販売瑕疵負担割合 

＊令６条１項の販売新築住宅については、同項に記載 

された２以上の宅建業者それぞれの販売瑕疵負担割 

合の合計に対する当該宅建業者の販売瑕疵負担割合 

の割合 

保険証券又はこれに代わる書面の交付 

規則16条 

２項、３項 

法13条 

法15条 

規則21条 

法11条 

・保険契約の締結 

住宅瑕疵担保責任保険法人との責任保険の締結 

＊指定保険法人（平成21年５月15日現在 五十音順） 

①譁住宅あんしん保証  ②譛住宅保証機構 

③譁日本住宅保証検査機構 ④譁ハウスジーメン 

⑤ハウスプラス住宅保証譁 
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35 13

21 10

盧　重要事項説明書 瑕疵担保責任の履行に関する措置の内容 

盪　宅建業法37条書面 

（売買契約書等） 
瑕疵担保責任の履行に関する措置の内容 

宅建業法 

35条 

宅建業法 

37条 
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措置を講ずるかどうか 

措置の内容 

講ずる     ・     講じない 

住宅瑕疵担保履行法に基づく保証金を下記供託所に供託します。 

・名　称 ： ○○○○ 

・所在地 ： ○○○○ 

・（共同分譲の場合は瑕疵負担割合） 

措置を講ずるかどうか 

措置の内容 

講ずる     ・     講じない 

○○○○（指定法人名）の住宅瑕疵担保責任保険を利用します。

別添、○○保険重要事項説明書をご覧下さい。 
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35

65

66

35

違反行為 住宅瑕疵担保履行法 宅建業法 

・資力確保措置を行わない 

　（履行法11条①） 

（新規契約の制限） ● 指示（65条①、③） 

＜情状が重いとき＞ 

● 業務停止（65条②二） 

＜情状が特に重いとき＞ 

● 免許取消（66条①九） 

・履行確保措置状況の未届 

　出、虚偽の届出 

　（履行法12条①） 

 

（新規契約の制限） 

● 50万円以下の罰金（41条） 

● 法人に対して両罰規定 

（43条） 

● 指示（65条①、③） 

・履行法13条に違反して新 

　規契約の締結 

● １年以下の懲役若しくは 

100万円以下の罰金又は 

これを併科 

● 法人に対して両罰規定 

● 指示（65条①、③） 

＜情状が重いとき＞ 

● 業務停止（65条②二） 

＜情状が特に重いとき＞ 

● 免許取消（66条①九） 

・契約締結までに供託に関 

　する説明を行わない 
● 指示（65条①、③） 

＊指示処分に従わないとき ⇒ 業務停止処分（業法65条②四、同条④三） 

  業務停止処分に従わないとき ⇒ 免許取消（66条①九） 
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19 11 21 21

事業者等 対  象  者 義　務・責　務 

特定製造事業者等 
・製造事業者 
・輸入事業者 

①事業の届出義務 
②設計標準使用期間等の設定義務 
③製品への表示義務 
④その他 

特定保守製品取引事業者 
・販売事業者 
・不動産販売事業者 
・建築請負事業者  等 

①所有者への引渡時の説明義務 
②所有者に対する特定製造事業者等へ 
　の所有者情報の提供の協力（責務） 

関連事業者 

・不動産取引仲介事業者 
・修理・設置事業者 
・ガス・電気・石油供給 
　事業者    等 

①所有者への情報提供の責務 

消費者 
・所有者 
・賃貸業者 
　（家屋賃貸人等） 

①特定製造事業者等への所有者情報の 
　提供の責務 
②点検等の保守の責務 
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